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第1は じめ に1

第2囎 らによる① 「除勤 方法杯 ＋分である」旨の主張に理由がないこと

2

第3原 告 らによる② 「除染 の基準が不十分である」 旨の主張に理 由がなV＞こ と

3

第4原 告 らによる③ 「除染 の進捗が不十分で ある」 旨の主張に理由がない こと

5

第5ま とめ 6
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被告 国は，本準備書 面にお いて，原 告 ら準備 書面 （42）において主張す るいわ き

市 の除染状況 に関 して反論す る。

な お，略語 につい ては，本 準備書 面で新た に用 い るもののほかは，従前 の例 に

よる。L

＜

第1は じめに

原告 らは，いわき市 におけ る除染 の進 捗状況 に関す る被告東電の主 張に対

し， 「国や行政の進 める除染政策 に基づ く除染 は，十分 な効果 を上げることが，

で きない状態で あ り，まk
，，行 政の除染計画 に従 った除染 の実施 も遅れてい

る状況 にある。 （中略）原告 らに とっては，除染 は期待外れ のもの となってお

り，本件原発事故 に よる追加被 げ くのおそれが あ り， これ が 日々放射線被 ぱ

ぐの不安 に苛まれ る原 因にもなっている。j（原告 ら準備 書面 （42）第1・・2ペ

ージ）な どと主張 してお り，その論拠 として， 「本件原発事故 にお ける除染政

策 では，’放射能に汚染 された土壌 を除染 す る最 も一般的 な方法 とし〈，汚染

の著 しい表土 と汚染 の比較 的少 ない下層 の土 を入れ替 えるこ とが頻繁 に行 わ

れているが， （中略）上 に盛 った土が雨な どで流 出す る と，汚染土が現れて遮

へV＞され な くなる可能性が ある、」 （同第2の2・3ペ ージ））・「土の入れ替 え

では，根本的 に土壌汚染 は解 消 されないので，家庭菜 園な どの農作物へ の放

射 性 物 質 の移行 ， 地 下水 へ の 浸透9子 ど もの 土遊 び へ （D影響 とい う危 険 性 を

払 拭す る こ とは で き な い。」 （同ぺ 一 ジ） な ど と述 べJ① 「除染 の方 法 が不 十

分 で ある」 旨を主 張 してい る。 ． ’

また 元原 告 らは ，上 記 主 張 に 関連 し， 「放射 能 に汚 染 され た地 域 では 除染 後 ．

の建物 の遮 へ い効 果 は期待 で き ない の が実情 で あ る。」，r屋 外 を年 商0．23

マ イ ク ロシ ーベ ル ト （マ マ） 以 下 に除染 して も， 年 間追加 被 ば く線 量 は1ミ

リシー ベル ト以 下 に抑 え る効 果 は期 待 で き ない 。」 （同第3の1（1） ・12ぺ コ
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ジ〉 な どと主 張 して い る こ とか ら，② 「除染 の基 準 が不 十 分 で あ る」 旨述 べ

るほ か， 「道 路 の 除染 の進 捗 状 況 につ いて は ， わず か13． ，6％ 程 度 に止 ま っ

て い る。」， 「道 路 の 除染 の進 捗 状 況 が極 端 に遅 い原 因は ，道 路 に つ いて は 除去

士 壌 の現場 保 管 が で きず ，仮 置 場 確保 に も難 航 して い る た めで あ る。」 （同 第

3の1（2＞ ：／’2，13ペ ー ジ）， 「仮 置 場 の設 置 が進 まず ，原 告 ら本件 原発 事

故 の被 害者 が住 宅 等 の敷 地等 か ら出た 除 去 土壌 等 の現 場 保 管 を余 儀 な くされ

て い る’状 況 で あ る。」 （同第3の2（2） ・14ペ ー ジ） な どと主 張 してい る こ と

か ら③ 「除染 の進 捗 が不十 分 で あ る」 旨 も述べ て い る もの と思われ る。

しか しな が ら， 以 下 に 述べ る とお り， 原 告 らの上記 主 張 は いず れ も理 由が

ない 。、

＜

LL第2原 告 らによる① 「除染OP方 法が不十分である」 旨の主張 に理由がないこと

1原 告 らは，上記① の主張の中で，除染 の 「最 も一般的な方法 として，汚染 め

著 しい表土 と汚染 の比較 的少 ない下層 の土を入れ替 えるこ とが頻繁 に行 われ

下 い る」 な ど と主 張 して い る とこ ろ・．そ もそ も原告 らが い う 「最 も一 般 的 な

方 法 」 とい うのが どの よ うな根 拠 に基 づ いた 主 張 か判 然 と しな いbこ れ をお ’、

くとしても，いわ き市が策定す る 「いわき市除染実施 計画 第4版 」 （乙C第

38号 証） では，土 に対す る除染方法 として，その対象矧 こ 「住宅 ・宅地

表土 除去及び客土」， 「保育施設 ，教育施設 ，公 園等，公共施設 ，商業施設，

事業所 表土除去及び客土j， 「農地 （田畑 （共通事項））その他 農地ぺの措置

（施 肥，有機質資材 ，土壌改良材等 の散布）」， 「農地 （田畑 （事故後耕作 され

ていない農地 に限 る。）’表 土除去及び客 土，水 による土壌撹拝 ・除去又は反転

耕 ・深耕」 （同号証14ペ ー：ジ） と定め られてい るのであって，いわき市 にお

い ては，住宅 ・宅地等多 くの対象 において，表 土 と下層 の土 を入れ替 えるよ

うな方法ではな く，表土除去の方法が とられている6

したがって，原告 らの上記主張はそ もそもの前提 に誤 りがある。

2
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2ま た ，原告 らは ，除染 の方 法 として の反 転耕 にっ いて ，「土 の入 れ替 えで は，

根本的に土壌汚染は解消されないので，家庭菜園などの農作物への放射性物

質 の移行，地下水へ の浸透，子 どもの土遊びへ の影響 とい う危 険性 を払拭 す

ることはできない。」 な どとも主張 してい るが、いわ き市 が実施 している上記

除染方法は科学的 に放射線量率の低減効果 が認 められ てい るものであるし （丙

A第151号 証及び丙A第152号 証），移動 しやす い とされ る水溶態の放射

性 セ シ ウムであって も・土壌 中では土壌 に吸着 され ，その移動 は ごくわず か

で あ る こ とが確 認 され てい る （丙A第153号 証10ペ ー ジ）。

1そ して
’このこ とは・いわき市が実施す る飲綱 井戸水等 の鮒 性噸 検査

にお いて も・ 平成29年2月 末 …現在 まで に検 査 した2046件 すべ て で検 出

下 限値 『（放 射 性 ヨ ウ素 ， 放射 性 セ シ ウム 共 に2．OBq／k9） 未満 で あ

り，飲料購 井戸水への放射性物質の移行；浸透が確認 されていないことか

らも裏付け られている ところである （丙A第154号 証）。

したがって，土中か ら農作物や地下水への浸透等 による放射性物質の移行 に

関す る原告 らの主張は科学的根拠 を欠 く。・

3こ の ように除染 の方法 を論難す る原告 らの主張は，いずれ も前提 に誤 りがあ

るか科学的な根拠 を欠 くものである。

第3原 告 らに よる② 「除染の基準が不十分である」旨の主張に理由がないこと

1原 告 らは，上記②の主張 に関連 して，「放射能 に汚染 された地域では除染後

の建物の遮へV＞効果 は期待できないのが実情である。」， 「屋外 を年間0， ’23一

マイ クロシーベル ト （ママ） 以下に除染 して も，年 間追加 被 ば く線量 は1ミ

リシーベル ト以下 に抑 える効 果は期待できない。」な どと主張 してお り，木造

家屋 にお け る遮 へい効果 （低減係数0， ’4） を前提 に した基準 が誤ってい る

旨を述べてい る。

しか しなが ら，原告 らが上記主張の論拠 としてい るのは，必ず しも専門的知

、3
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見 による調査 であ る根拠 もな く， 田村市や川 内村 ，楢葉 町のわずか数 軒の家

屋 を調べ た結果に よるものであ り，何 ら科学的な正確性 も担保 され ていない

記事を前提 にした主張である時点で失 当である。

2原 告 らが，上記の ように科学的な正確性が担保 されていない新聞報道のみ を

前提 に不安感 を主張 レてい ること自体・
、原 告 らがい う不安感 が漠然 と した主

観 的 な もので客観 性を欠 くことの証左 とい うべ きである。 なお，念 のため反

論 す る と，屋 内の遮へい効果 にっ いては，屋外除染後 において，木造二階建

て家屋 におい て除染前で73パ ー・一；lzント，除染後 で76パ ーセ ン トの遮 へい
l

効果が確認 され てい るほか （丙A第i55号 証1’6ペ ージ参照），東北大学の

研 究者 らが，平成26年12月 に発表 した調査研 究結果＊1に おいても，木造

家屋 の低減係 数分布 は従 前の想 定に比べ て よ り広V＞幅 になる ものの中央値 で

はO．43と なってお り，家屋 の特性 による不確定 さはあ るが遮へい効果 そ

れ 自体は十分 な実証が されてい るもの と評価できる。

また，原告 らは，前記ρ とお り， 「屋外 を年 間0．23⑰ イ クロシvLベ ル ト

（ママ）以下に除染 して も，年間追加被 ば く線量は1ミ リシーベル ト以下に抑

え る効果は期待で きない．」 な どとして，建物 の遮 へい効果が期待できない以

上，屋外の空間線量が十分 に下げ られ ない限 り，個人の外部被 ぱく線量 を下げ

るごとができないかのよ うに主張 してい るが，かかる主張についても，平成2
v

8年i2月 に紹介 された福 島県立 医科大学 の研 究者 らに よる調査研究結果 で

は・個人の外部被ば く線量 は，空間線量の約O・15倍 になるとされてお り＊2，

屋外 の空間線量以上に個人 の外部被 ば く線量が低い ものになることは明 らかで

あ る とい え る；

＊1、『平 成24年 度 か ら3年 間 ，福 島件 飯 舘 村 や 南 相 馬 市 小 高 区 な どの 木 造 家 屋69軒 を対 象 に

行 っ た もの （http：／／www．phann．tohoku．ac、jp／info／141222／141222．sht血1）

＊2httl） 二／／www．fmu－rdmc．jp／news．htm1？id：57
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第4原 告 らによる③ 「除染の進捗が不十分 である」旨の牢張 に理由がないこと

1原 告 らは，上記③め主張に関連 し， 「道 路の除染 の進捗状況について は，わ

ず か13．6％ 程度 に止 まってい る。」、，「道路の除染の進捗状況 が極端 に遅 い

原 因は、・道路 については除去土壌 の現場保管ができず，仮置場確保 にも難航 し

てい るためで ある。J，「仮置揚の設置 が進 まず ，原告 ら本件原発事故 の被害者 ’

が住宅等 の敷地等か ら出た除去土壌等の現揚保管を余儀 なくされてい る状況 で

’あ る。」 な ど と してi）・い わ き市 内の道 路 の除染 の進 捗 が不 十 分 で あ り， 除去 土

壌 の輸 送 も進 んでい ない か の よ うな主 張 を して い る。

2し か しな が ら，原 告 らが指摘 して い るデ ー タ は平成28年6月 末 当時 の もの

で あ り＊3，平成29年2月 末 時 点 にお け る道 路 の除染 の進 捗 率 は93．8パ ー

セ ン トになってい るほか （丙A第156号 証別 紙1－2の 「36い わき市」の

道路 の欄），現実には道路 の大半は除染 作業 を要せず，調査 めみで足 りる線量

で あるこ とか らす ると＊4，原告 らの道路の除染 の進捗率 に関す る主張はウー定

時点の限定的な事情 を殊更に取 り上 げているものである。

また，除去土壌の輸送について も，いわ き市でぽ平成28年12月 末時点で

＊3ht七P： ／／josenienv，go ．jp／zone／dθ ℃ails／fukushima ＿iw日ki，htm1

＊4平 成28年6月 時 点の実績数479、5キ ロメー トル に対 し，除染実 施数は1日6．2キ

Ptメ ー トル ，調査 にて終了 した数 は323．3キ ロメー トル であ’り，11月 末 時点では実績

数2679．5キ ロメー トル に対 し，除染実施数 は146．2キ ロメー トル，調査kて 終了 ，

した数 は2533，3キ ロメ・aトル ，平成29年2月 末 時点では実績数3887、1キ ロメ

ー トル に対 し
，除染 実施数 は146，6キ ロメー トル，・調査 にて終 了 した数は3740，5

キ ロメー トルで ある・ なお ・平成28年6月 時 点か ら同年11、 月時点 では除染実 施数が減少

している滅 ．これはいわき市から福島県に報告が行われる前の集計段階で誤 りがあったもの

と思われ，現在発表 されている数値が正 しい。，

5
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39か 所の仮置揚が設置 されてお り，住宅 ・事業所等 における現場保管 は86

2か 所 となっていたが，現場保管 されている除去土壌等については，．いわき市

に劇 て順次仮置場一曝 約が実施されているところ舗 る （丙A第 ・57号

’ 証別紙3 －2の 「36い わき市」の仮置場及び現場保管の欄及 び丙A第1S8

号証）。

なお、原告 らは，現場保管に関 して，rい くっかの保管方法が環境省 のガイ

ドライ ンで示 され てい るが，その内容 は放射性物質の取扱 い としては驚 くほ

ど簡易であ り，十分 な期 間の保管 に耐 え られ るのか，極めて疑間である。」 な

ど とも主張 してい るが，いわき市 においては，現場保管箇所 においてシ・一一ト

の破れ等 の支障が生 じた際 は，住 民等 か ら通報 を受 け，対応 す るとい う体制

を設 けてお り，仮置 場等へ の搬 出までの間，除去 土壌 等 は適正 に管理 され て

いる といえる。

第5ま とめ

以上の とお り， いわき市 を含 め除染 は適切 な方法 ，基 準 によ り着実 に進捗

してお り，原告 らの上記①ない し③の主張はいずれ も理 由がない。

原告 らは， 「本件原発事故 か ら5年 以上 が経過 した現在 において も， 日常的

に放射線被 ば くの危 険 に晒 され て」 い る旨主 張 してい るが，かか る主張 は，

前記第2の2で 述べ たいわ き市 が実施 した飲用井 戸水等 の放射性物質検査や

前記第3．の2で 述べた除染モデル実証事業報告 （丙A第155号 証16ペ ー

ジ）・いわき市が平成23年11月 かち3か 月間・同市 の保育所 ・幼稚園児
，

小学生 ，中学生等31，235人 を対象 に行 った外部被 ば く線 量の測 定結果

（バ ッジ式線量計 に よる外部被 ば く線量 の平均値が3か 月間でO，11ミ リ

シーベル ト （年間被 ば く線量換算で0，44ミ リシーベル ト）。丙A第1；59

号 証）や同市 内の小 中学校 に在 学す る児童 ・生徒等 に対 して実施 した車載式

ホール ボデ ィカ ウンター による検査結果 （平成28年4月1日 か ら向年8月
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31日 ま で の検 査結 果 と して ，受 検 者5，433人 全 員 の預託 実 効線 量 が1

mSv未 満 で あ った。 丙A第160号 証 ） を無視 な い し看 過 す る もの で ， 科

1’学 的 な根拠 を欠 き失 当で あ る
。
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